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原子力規制委員会（NRA）は今年 9 月に発足から 3 年を経過するが、同委員

会設置法附則では本法律の施行後 3 年以内に必要な見直しを行う旨定められて

いる。 
NRA が、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、短期間で新たな規制基準を策

定し、限られた人的資源の下で、厳格に独立性を維持しつつ、新規制基準の適

合性審査を行ってきたことは国民の期待に応えるところであり、失われた原子

力に対する国民の信頼を回復する上で、大きな役割を果たしているものと評価

したい。 

 
この見直しにおいては、原子炉の 40 年の運転期間制限や、バックフィットに

関する法令化などいろいろな個別具体的な事案もあるが、NRA の姿勢や運用と

いった観点から、世界的に評価の高い米国原子力規制委員会（USNRC）の「良

い規制の原則」も参考にしながら、その在り方について改善すべき点として、

以下４点を挙げたい。 

 
第一に、事業者との対話を更に深めていただきたい。 
既に事業者トップと NRA との間で安全文化を中心とした意見交換が進めら

れているところであるが、一日も早く相互に信頼できる関係を確立し、具体的

な審査過程の場においても、闊達な意見交換や議論が交わされることが望まれ

る。事業者との率直な意見交換や議論の先に、相互の信頼関係が築かれるもの

と考える。活断層の議論を例に挙げれば、審査等の場においてお互いの意見が

十分に出され、双方納得いくまで議論が尽くされているかというと、そのよう

には見えない。また安全側の評価という指摘を多く耳にするが、それは科学的・

技術的な見地とは異なるものである。客観的なデータに基づく科学的・合理的

な議論が尽くされた上での相互に納得できる規制こそが、事業者による更なる

安全性向上に向けた自主的な活動を促すものと考える。 

 
第二に、効果的・効率的な規制活動に努めていただきたい。 
規制活動はその達成により低減されるリスクの度合いに見合ったものである

べきで、複数の対応策がある場合には、リソースが最小となる選択肢をとるべ

きである。また、規制活動は厳格であることが大前提であるが、その判断に不

必要な遅れを生ずることは避けるべきある。 
エネルギー基本計画では、原子力は重要なベースロード電源と位置付け、NRA

により新規制基準に適合すると認められた場合には再稼働を進めるとしている。

規制活動に効率的といった言葉を用いるのはややもすれば誤解を生むが、あえ

て言えば、そもそも安全規制は原子力を安全に利用するために行う行為であり、



納税者、電気料金を支払っている消費者からは規制活動がより効率的かつ効果

的になされることを求められる。もし規制活動が非効率なものであれば、リス

ク低減に見合わない規制や規制措置の遅れを生じ、これによって許認可を受け

る側に不必要なコストが発生し、それが最終的に国民の負担になる。 

 
第三に、NRA の運用の改善を図っていただきたい。 
NRA による判断にあたっては、委員の過半数の賛成により議決を行うとして

いる。しかし、現状の NRA においては、5 人の委員がそれぞれ担当の分野を持

って審査や検討過程に直接関与していることから、委員会の場で、担当でない

委員が疑問を呈し、議論ができるような状況でないように感じる。 
5 人の規制委員に求められるのは必ずしも専門性ではなく、それぞれの専門分

野の深い知見に基づいた高い識見と様々な要素を考慮した総合的な判断である

と考える。だとすれば、規制委員が審査や検討過程に直接関与するのは適切で

はなく、委員会の場は規制の方向性を議論し、規制庁の職員が行った審査内容

を最終判断する場にすべきと考える。なお、これを実現するためには、USNRC
のように規制庁が行う日常の規制活動を評価し、規制委員の判断をサポートす

る複数のスタッフを配置することが不可欠である。 

 
第四に、原子力規制庁職員の能力強化と体制の改善に努めていただきたい。 
NRA 及び規制庁は、短期間に新基準の策定とその後の適合性審査業務にあた

って来られた。仄聞するところ、旧原子力安全基盤機構（JNES）の統合により

要員が増強され審査体制が整備されたとはいえ、まだまだ十分ではない。この

ため、審査にあたる職員の疲弊感も大きく、効率的な審査の実施にも支障をき

たしているのではないかと想像する。審査にあたる職員は知識だけでなく、規

制基準の国際的な整合性を担保する観点からグローバルな感覚など高い能力が

要求される。加えて一定の経験、とりわけ現場感覚を持つべきでありその養成

は一朝一夕で成し得ないが、これらの観点から必要な能力を持った要員の確保

に取り組んでいただきたい。そしてこうした能力に見合った処遇を与えること

が更なる有能な人材の確保にもつながるのではないか。 

 
以上、NRA の見直しにあたっての要望を述べたが、先述の通りこれらは姿勢

や運用の話であり、改善していくことにそれほど大きなハードルがある訳では

ない。USNRC も一足飛びに現在の地位を築いた訳ではなく、NRA においても

経験や知見をもとに継続的に改善してくことで十分に達成が可能である。原子

力の平和利用に際して、国民の安全と環境を守るという共通の目的に向け、規

制当局と事業者がお互いに信頼関係を維持しながら議論を進め、国民から見え

る形で、より高い安全性を追求し続けることが、原子力に対する国民の理解と

支持をより確固としたものにすると信じている。 
以上 


